
 １ 免許番号 岡区第５６号 

 

 

 ２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

   第１種区画漁業 かき垂下式養殖業 

   １月１日から１２月３１日まで 

 

 

 ３ 漁場の位置 岡山市東区宝伝、久々井、正儀地先 

 

 

 ４ 漁場の区域 基点第６０１号、点ア、点イ、点ウ、点エ及び基点第６１

８号の各点を順次結んだ５直線と最大高潮時海岸線とによっ

て囲まれた区域。ただし、河川、溝渠等の区域を除く。 

   点の位置 

      基点第６０１号 瀬戸内市・岡山市界に設置した標識 

     基点第６１７号  岡山市東区久々井大浦鼻突端に設置した標識 

     基点第６１８号  岡山市東区正儀立石鼻立石に設置した標識 

     基点第６５６号  岡山市東区正儀金山（飯盛岩）南端に設置した標識 

         点ア 基点第６０１号から岡山市東区犬島白石灯標見通し

線上基点第６０１号から５０メートルの点 

         点イ 基点第６１７号から岡山市東区犬島地竹の子島西端

見通し線上基点第６１７号から３００メートルの点 

         点ウ 基点第６５６号から香川県小豆郡土庄町豊島白崎西

端見通し線上基点第６５６号から５００メートルの点 

         点エ 基点第６１８号から香川県小豆郡土庄町豊島宮崎突

端見通し線上基点第６１８号から７００メートルの点 

 

 

 ５ 制限又は条件 なし 

 

 

６ 個別漁業権又は団体漁業権の別 

   団体漁業権 

 

 ７ 関係地区 岡山市 

  



 

岡区第  ５６  号 

第１種区画漁業権 


